
　病院などの医療機関にかかったときに、その医療費
（保険適用分）の一部、または全部助成します。

්࢈のかたに

申・問 健康推進課 母子保健グループ

්࢈医療福祉費

助成内容 産婦人科の健康保険適用の自己負担分
（妊婦健診などの保険適用外の費用は助成
対象外）

子育て・ڭ育

対 象 者 母子健康手帳交付を受けた妊産婦

認定期間 妊娠届出をした月から出産日の次の月の
末日まで

受診方法 病院などで診察を受ける場合は、健康保険証・
医療福祉費受給者証を提示してください。

申・問 保険課 保険・年金グループ

子どもが生まれたとき（出࢈育児一時金）

　国保に加入しているかたが出産したときに出産育児
一時金が支給されます。妊娠85日以上であればࢮ産・
流産でも支給されます。ただし、ほかの健康保険から出
産育児一時金に相当する給付金が受けられる場合は、
国保からは支給されません。

支 給 額 48万8,000円
※�産科医療保障制度に加入している分ส機関で出産した場合
（22週以降に限る）、支給額に1万2,000円が加算されますの
で合計50万円となります
支給方法 原則として出産にかかる費用をあらかじ

め準備することのないよう、出産した医療
機関に直接支払われます。

個人負担
❶�外来の場合：�自己負担は1医療機関ごとに600円

（月2回まで）、3回目以降は無料
❷�入院の場合：�自己負担は1医療機関ごとに1日300円

（月3,000円が限度）
※�食費代・部屋代など保険適用外の金額は、全額自己負担となり
ます

※産婦人科以外にかかるときは、産婦人科の紹介状が必要です

問 子育て世代包括支援センター ☎029-212-5572

৷・出࢈に関する相談

　助産師や保健師などの母子保健コーディネーターが
妊娠中から出産前後の不安や悩みに関する相談に応
じ、必要なサービスなどの情報を提供します。

申・問 健康推進課 母子保健グループ

৷の届出

　妊娠したかたへ母子健康手帳の交付を行います。
対 象 者 市内にお住まいの妊婦

配 布 物 母子健康手帳、妊婦一般健康診査受診票つ
づり、那珂市子育てガイドϒックなど

本人が申請してください（本人が来所でき
ない場合はお問い合わせください）。

申請方法

申・問 健康推進課 母子保健グループ

්一ൠ健康診査費用の助成

　妊婦健診にかかる費用のうち、14回分の費用を助成
します（限度額あり）。

対 象 者 市内にお住まいの妊婦
母子健康手帳交付時に妊婦一般健康診査
票つづりをお渡しします。

申請方法

※�健診を受ける際は、受診票を切り取り、母子健康手帳を添えて
医療機関などの窓口に提出してください
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申・問 保険課 保険・年金グループ

後年金保険料免আ（国民年金）࢈લ࢈

　出産予定日または出産日が属する月の前月から数え
て4か月間の国民年金保険料が免除されます。

対 象 者 国民年金第1号被保険者である妊産婦

ಧ出期間 出産予定日の6か月前から届出が可能
です。

※�多妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か
月前から数えて6か月間の国民年金保険料が免除されます

必要なもの 基礎年金番号が分かるもの
�出産日が確認できるもの（母子健康手
帳、妊産婦マル福受給者証など）
マイナンバー（個人番号）が分かるもの

申・問 健康推進課 母子保健グループ

ママύύڭ室

　妊娠中の過ごし方、食事、子育てのポイント、母乳育
児についてお話しします。

対 象 者 市内にお住まいの妊婦とその
無料料　　金
総合保健福祉センター「ひだまり」会　　場
保健師、管理栄養士、歯科衛生士、助産師スタッフ
1コース3回実施回数

※予約制

子育て中のかたに

問 健康推進課 母子保健グループ

ೕ児家庭全ށ訪問

　生後2か月ごろに保健師、助産師が家庭訪問し、身体
測定（身長・体重・ڳ囲・頭囲）、予防接種の受け方、発育
発達、育児に関する相談などを行います。

対 象 者 生後4か月未満のお子さんのいる家庭

対 象 者 生後3～11か月の乳児
※�乳児家庭全戸訪問時に乳児一般健康診査受診票つづりをお渡
しします

※�健診を受ける際は、受診票を切り取り、母子健康手帳を添えて
医療機関の窓口に提出してください

申・問 健康推進課 母子保健グループ

ೕ児一ൠ健康診査費用の助成

　乳児健診にかかる費用のうち、受診票の検査項目に
ついて無料で受診できます（3か月～お誕生日前日ま
でに2回）。

問 健康推進課 母子保健グループ

ೕ児健康相談

　身体測定（身長・体重・ڳ囲・頭囲）、発育発達・育児・予
防接種に関する相談、栄養相談（離乳食相談）、保育サー
ビスに関する相談、ϒックスタート、歯に関する相談を
行います。

対 象 者 生後4か月・7か月・12か月の乳児の保護者
※7か月児および12か月児には個別通知します

会　　場 総合保健福祉センター「ひだまり」
スタッフ 保健師、管理栄養士、看護師、保育士、歯科

衛生士、絵本ಡみฉかせボランティア、子
育てコンシェルジュなど

問 健康推進課 母子保健グループ

�歳�か݄児健康診査

　身体計測（身長・体重・頭囲）、問診、歯科診察、一般診
察、各種相談（発育発達・栄養・歯科・子育てなど）を行い
ます。

対 象 者 1歳6か月～2歳未満の幼児
※事前に個人通知をします

会　　場 総合保健福祉センター「ひだまり」
スタッフ 医師、歯科医師、保健師、管理栄養士、心理

専門員、歯科衛生士、看護師、保育士など
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申・問 こども課 子育て支援グループ

小児医療福祉費

　病院などの医療機関にかかったときに、その医療費
（保険適用分）の一部または全部を助成しています。

対 象 者 0歳から高校3年生までの児童（出生日か
ら18歳に到達した日以後最初の3月31日
までのかた）

助成内容 健康保険適用の自己負担分（定期健診など
の保険適用外の費用は助成対象外）

認定期間 受給者証に記載される有効期限は翌年の
誕生月まで（満18歳のかたを除く）で、1年
ごとに更新となります。更新の手続きは市
で自動的に行います。引き続き該当したか
たについては、郵送により交付いたしま
す。また、所得がわからないかたなどにつ
いてもその旨お知らせいたします。

受診方法 病院などで診察を受ける場合は、健康保険
証・医療福祉費受給者証を提示してくださ
い。

個人負担
❶外来の場合：�自己負担は1医療機関ごとに1日600円

（月2回まで）、3回目以降は無料
❷入院の場合：�自己負担は1医療機関ごとに1日300円

（月3,000円が限度）
※�食事代・部屋代など保険適用外の金額は、全額自己負担となります
※�医師の指示により治療用装具などを作成した場合も対象となります

申・問 こども課 子育て支援グループ

ひとり親家庭医療福祉費

　病院などの医療機関にかかったときに、その医療費
（保険適用分）の一部または全部を助成します。

スタッフ 医師、歯科医師、保健師、管理栄養士、心理
専門員、歯科衛生士、看護師、保育士など

対 象 者 3歳0か月～4歳未満の幼児
※事前に個人通知をします

会　　場 総合保健福祉センター「ひだまり」

問 健康推進課 母子保健グループ

3歳児健康診査

　身体計測（身長・体重）、問診、歯科診察、一般診察、尿
検査、各種相談（発育発達・栄養・歯科・子育てなど）を行
います。 対象者 配偶者のないかたで、18歳未満の児童（一

定の障がいを持つ児童等は20歳未満）を
現に監護しているかたおよびその児童。
※�小学校6年生までの児童については小児医療福
祉費の対象となります

※所得制限があります
助成内容 健康保険適用の自己負担分（定期検診など

の保険適用外の費用は補助対象外）
認定期間 受給者証に記載される有効期限は毎年6

月30日までで、1年ごとに更新となりま
す。7月1日以降については、所得などによ
り再審査を行います。

受診方法 病院などで診察を受ける場合は、健康保険
証・医療福祉費受給者証を提示してくださ
い。

個人負担
❶外来の場合：�自己負担は1医療機関ごとに1日600円

（月2回まで）3回目以降は無料。
❷入院の場合：�自己負担は1医療機関ごとに1日300円

（月3,000円が限度）
※食事代・部屋代など保険適用外の金額は、全額自己負担となります

申・問 こども課 家庭児童相談室 ☎029-229-3511（直通）

子育て短期支援事業

❶短期入所生活援助事業（ショートステイ）
　�病気や出産などの理由でお子さんの世話を家庭で行
うことが一時的に難しくなったときに、短期間（7日
以内）お子さんをお預かりします。

❷夜間養護等事業（トワイライトステイ）
　�仕事などの理由で平日夜間または休日に不在とな
り、お子さんの世話を家庭において行うことが難し
くなったときに、お子さんをお預かりします。
受入対象児童 0歳～18歳未満
受入施設 チルドレンズ・ホーム、若草園、日赤乳児院
利用料金 世帯の所得状況により異なります。

　就学前に接種する予防接種については、乳児家庭全
戸訪問時に予防接種予診票兼受診券をお渡しし、受け
方の案内をします。
　就学後に接種する予防接種の予診票兼受診券は対象
となる該当年度に個別郵送します。

問 健康推進課 母子保健グループ

予防接種
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問 こども課 家庭児童相談室 ☎029-229-3511（直通）

家庭児童相談室（子ども家庭総合支援拠点）

　子どもの健やかな成長をサポートする場所として、
18歳までの全ての子どもとその家庭、また妊産婦を対
象にさまざまな相談に対応し、関係機関と連携を図り
ながら、実情に応じた適切な支援に繋げていきます。つ
らい思いや不安を抱えている、子育てに悩んでいる、児
童虐待（※）かもしれないなど、子どもや子育てに関す
ることであれば、どんな相談も受け付けています。
◆�電話・窓口・訪問などご希望に応じますので、1人で
抱え込まず、お気軽にご相談ください。

※相談者や相談内容に関する秘密は厳守いたします
(※)虐待の種類

❶身体的虐待：�子どもの身体に外傷が生じ、または生じ
るおそれのある暴行を加えること。

❷性�的�虐�待：�子どもにわいせつな行為をすること、ま
たはわいせつな行為をさせること。

❸ネグレクト：�子どもの心身の発達を妨げるような減
食、または子どもの長時間の放置、その
他保護者として養育を著しく怠ること。

❹心理的虐待：�言葉や態度で子どもの心を傷つける（心
理的外傷を与える）こと。子どもの前で、
DV（配偶者間の暴力）がなされること
も、子どもへの虐待になります。

問  那珂キッズクリニック小児科「しろや
ぎさんのポシェット」 
那珂市竹ノ内3丁目2番地2

☎029-212-5630

病児・病後児保育事業

　お子さんが発熱などの急な病気になった場合、那珂
キッズクリニック小児科・認可保育園ARINKOMURA
に付設された専用スペースにおいて、病児保育専門士
や看護師がお子さんの体調を見ながら一時的に保育す
る事業です。

対象児童 0歳（生後8週）～小学校3年生まで
受入施設 那珂キッズクリニック小児科「しろやぎさ

んのポシェット」
利用時間 午前9時～午後6時（木曜日と第1・3・5週

目の日曜日は午前9時～午後1時、第1・3・
5週目の土曜日は午前9時～午後5時30
分）※時間外保育あり（月・火・水・金曜日の午後6
時～7時）

登録料 5,000円/年（登録月に更新）
利用方法 「しろやぎさんのポシェット」のご利用に

は、事前の登録が必要です。那珂キッズク
リニック小児科受付でお申し込みくださ
い。ご登録の際に必要書類とご利用に関す
る契約書類をお渡しし、web予約の方法
などについてご説明いたします。

　水ぼうそうやインフルエンザ、ノロウイルスなど、
ほかのお子さんにうつりやすい病気や、基礎疾患を
お持ちで、より医療スタッフの近くで看させていた
だいたほうがよいお子さんは、那珂キッズクリニッ
ク小児科2階の「くろやぎさんのポシェット」でお預
かりします。
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県の相談機関

問 茨城県中央児童相談所　
水戸市水府町864-16 ☎029-221-4150（代表）�
※夜間・休日は「いばらき虐待ホットライン」に自動転送されます。

茨城県中央児童相談所

児童相談所全国共通ダイヤル

虐待かもと思ったら
◦☎189（イチ・ハヤ・ク）へ（24時間対応）
　※�189番にかけるとお近くの児童相談所につながります。
　直通電話もあります。☎0293-22-0293

茨城県女性相談センター（配偶者暴力相談支援センター）

　DV（ドメスティック・バイオレンス：配偶者などか
らの暴力）でお悩みのかたの相談を受けています。
◦☎029-221-4166（直通）
※�午前9時～午後9時（平日）、午前9時～午後5時（土・日曜日、祝日）
　なお、DVにより生命・身体の危険を感じるときは、警
察に通報してください。
◦那珂警察署　☎029-352-0110

申・問 こども課 子育て支援グループ

児童手当

　児童手当は、次世代を担う児童一人ひとりの健やか
な成長を社会全体で応援する観点から、中学校修了前
までの児童を養育しているかたに支給する制度です。
なお、公務員は、各所属庁からの支給となります。

支給額（所得制限あり）
0歳～3歳未満 月額15,000円
3歳～小学校修了前（第1子・第2子） 月額10,000円
3歳～小学校修了前（第3子以降） 月額15,000円
中学生 月額10,000円
特例給付（所得制限有） 月額 5,000円

支給月 6月、10月、2月
手続き

　出生、転入などにより新たに受給資格が生じた場合、
市役所の窓口（公務員は、勤務先）に「認定請求書」の提
出が必要となります。
　なお、この手当は受給資格があっても申請しない限
り支給されませんので、必ず申請を行ってください。

認定請求に必要な添付書類など
❶�通帳または口座番号の分かるもの（手当申請者本
人の名義の口座）

❷�健康保険証の写し（厚生年金加入のかたで申請者
のかたのもの）

❸�マイナンバー（個人番号）カードまたは通知カー
ド（申請者本人および配偶者のもの）

申・問 こども課 子育て支援グループ

児童扶養手当

　ひとり親家庭などの生活の安定と自立を助け、児童
の福祉の増進を図ることを目的として支給します。

対象者
　ひとり親世帯またはこれに準じる世帯であって、18
歳に到達し最初の3月31日までの間にある児童（一定
の障がいにある場合は20歳未満の者）を監護している
母または父もしくは養育しているかた

支給の制限
　老齢福祉年金以外の公的年金を受ける資格がある場
合や、所得が一定額を超える場合（同居親族含む）、事実
婚などは対象外となります。

支給額（令和5年4月現在）
所得により支給額の制限があります。

対象児童数 全額支給の場合
1人 月額44,140円
2人 月額54,560円
3人 月額60,810円

支給月 1月、3月、5月、7月、9月、11月
※4人目以降は、6,250円ずつ加算

手続き 認定請求書の提出（戸籍謄本、口座番号が分
かるものの写しなどが必要です。）

申・問 こども課 子育て支援グループ

学童保育所

公立学童保育所

　小学校に通学する児童で、放課後に保護者の適切な
保護を受けられない児童を対象地区内の学童保育所で
お預かりします（6年生までを対象としていますが、定
員に余裕がない場合は、低学年を優先します）。また、い
つもは保護者などが家庭に在宅しているものの、何ら
かの理由により一時的に不在となる場合にお預かりす
る緊急および一時保育を実施しています。

保育時間
◦平日…�授業終了後～午後6時（午後7時まで延長保育）
◦土曜日…�午前7時30分～�午後6時（�午後7時まで延長保育）
　※事前の申込が必要になります。（利用する週の水曜日締切）
◦学校の休業日…午前7時30分～午後6時（午後7時ま

で延長保育）
　※夏季・冬季・学年始・学年末の休業日、県民の日、行事振替日
◦休日…�日曜日、祝日、年末年始（12月29日～1月3日）、

お盆休み（8月13日～15日）
保 育 料 月額6,000円（緊急および一時保育、土曜

保育は日額500円）
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保 険 料 年額800円（緊急および一時保育、土曜保
育は日額100円か年額800円かのいずれ
かをબ）

Ԇ長保育料 1回200円（通常、緊急および一時保育、
土曜保育も同額）

そ の 他 おやつ代、教材費などが別途必要ですので
各学童保育所にお問い合わせください。

施設名 実施場所 電話番号
ԣງ学童保育所 横堀小学校内 ☎029-298-2281
額田学童保育所 額田小学校敷地内 ☎029-298-7235
菅谷学童保育所 菅谷小学校敷地内 ☎029-298-9100
菅谷౦学童保育所 菅谷౦小学校敷地内 ☎029-295-6138
菅谷学童保育所 菅谷小学校敷地内 ☎029-295-0747
五台学童保育所 五台小学校敷地内 ☎029-353-0521
芳野学童保育所 芳野小学校隣接地 ☎029-298-9525
木崎学童保育所 旧木崎幼稚園 ☎029-295-0226

瓜連学童保育所 総合センター
らぽーる内 ☎029-296-3933

民間学童保育所

施設名 所在地 電話番号 ఠ要
子コϩっコϩ
ຊถ崎クラϒ

本ถ崎
2706-1 ☎029-212-5757

※�保育時間・料
金などにつ
いては直接
施設にお問
い合わせく
ださい

学びのై
フΥレスト

ノ内
1-5-4 ☎029-298-7267

ゆたか
学童クラϒ

後台
1855-1 ☎029-352-1233

リϰェール
,JET 4cIPPM

後台
3064-2 ☎029-357-9312

瓜連
認定こども園

瓜連
1086-1 ☎029-296-3663

民間学童MA14 菅谷
3706-6 ☎029-352-3434

　教育・保育施設を利用するには、利用のための認定を
受ける必要があります。次の認定区分に応じて、利用先
がܾまります。

※1　�就労、妊娠、出産、疾病など、認定の要件
※2　�「保育の必要な事由」に該当し、2号認定相当のかたでも幼

稚園での幼児教育を希望する場合は、幼稚園に利用申込み
を行い、幼稚園を通じて1号認定を申請します

子どものڭ育・保育施設
施設 特徴 対象年齢

幼ஓ園

小学校以降の教育の基礎をつくるた
めの幼児期の教育を行う学校
◦利用時間…�昼過ぎごろまでの教育

時間のほか、園により教
育時間前後の預かり保
育などを実施

3～5歳

保育所
就労などのため家庭で保育のできな
い保護者に代わって保育する施設
◦利用時間…�夕方までの保育のほか、

園により延長保育を実施
0～5歳

認定
こども園

幼稚園と保育所の機能や特をあわ
せ持つ施設
◦�保育部分を利用する場合は、保育の
認定を受ける必要があります

0～5歳

地域ܕ
保育事業

原則19人以下の小人数の単位で、0～
2歳児の子どもを保育する施設 0～2歳

認ఆ区

年齢 認定区分 要݅ 対象年齢

3歳以上

1号認定
教育ඪ準時間認定
◦�保育の必要な事由（※1）
に該当しない場合 ※2

3～5歳

2号認定
保育認定
◦�保育の必要な事由（※1）
に該当する場合 ※2

3～5歳

3歳未満 3号認定
保育認定
◦�保育の必要な事由（※1）
に該当する場合

0～2歳
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市のڭ育・保育施設等一ཡ
༮ஓ園

公ࢲ 施設名 所在地 電話番号
公立 ひまわり幼稚園 菅谷174-1 ☎029-212-3515

立ࢲ
ナザレ幼稚園 中ཬ356-1 ☎029-296-1000

さいせい幼稚園 瓜連1085-15 ☎029-296-0025

保育所

公ࢲ 施設名 所在地 電話番号
公立 菅谷保育所 菅谷618-4 ☎029-298-1144

立ࢲ

大成学園
額田保育園

額田南郷
499-5 ☎029-298-6160

ゆたか保育園 後台1854-1 ☎029-295-0935

かしま台保育園 菅谷3433-3 ☎029-295-2658

ごだい保育園 後台3274 ☎029-298-5546

いくり保育園 菅谷3780-3 ☎029-212-5908

ARINKOMURA ノ内3-3-1 ☎029-229-2252

認ఆこども園

公ࢲ 施設名 所在地 電話番号

立ࢲ
認定こども園
大成学園幼稚園 ౦木960-2 ☎029-295-1288

瓜連認定こども園 瓜連1222 ☎029-296-3663

地域ܕ保育事業

公ࢲ 施設名 所在地 電話番号

立ࢲ

やえナーサリー・
スクール 中ཬ344-4 ☎029-296-0316

（代表）

ゆいのいえ 菅谷3015-44 ☎080-4053-1601

サンライズキッズ
保育園那珂園 菅谷2655-1 ☎050-5807-2428

認可֎保育施設

公ࢲ 施設名 所在地 電話番号

立ࢲ

いくりキッズ保育園
（業主導型保育施設ا） 菅谷3799-8 ☎029-212-7011

ひかりナーサリー 菅谷7103 ☎029-298-0507

子育て支援
きのみ保育所 菅谷5417-1 ☎029-219-8812

※�認可外保育施設の利用申込みや利用料に関することは、各施
設へお問い合わせください

申・問  こども課 保育グループ

保育所・認ఆこども園・地域ܕ保育事業

　保育所または認定こども園（保育部分）などの入所を
希望する場合は、希望する月の前月の10日（10日が休
日の場合は直前の平日）までにお申し込みください。た
だし、4月入所の申込みについては、ྫ 年11月に一੪受
付を行っています。
　認定こども園（教育部分）を希望する場合は、各認定
こども園に直接お申し込みください。

申・問  ֤ 幼ஓ園༮ஓ園

　各幼稚園に直接お申し込みください。

入所（園）の申ࠐΈ
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問 こども課 保育グループ

育・保育施設の利用者負担額（保育料）ڭ

　3～5歳児の利用者負担額（保育料）は、一0円です。
　0～2歳児の保育料については、世帯の住民税額によ
りܾ定します。
※利用施設により手続きが異なります
※�教材費、行事費など実費で収されている費用は対象外とな
ります

※�認可外保育施設のうち、ا業主導型保育施設は手続き・補助額
が異なります

※�すでに教育・保育施設に通園しているお子さんは対象外です。
　�補助を受けるためには、保育の必要性を確認する書類（就労証
明書など）をご提出いただきます。希望する月の前月10日（休
日の場合は直前の平日）までに、お申し込みください

申・問 こども課 保育グループ

認可֎保育施設などの利用料ແঈԽ

　保護者の仕事などの理由により、認可外保育施設、一
時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センターを
利用する場合は利用料が補助されます。

対象年齢（年齢は4月1日時） ิ助上限額ʗ月
3～5歳児 37,000円

住民税非課税世帯の0～2歳児 42,000円

　補助を受けるためには、保育の必要性を確認する書
類（就労証明書など）をご提出いただきます。希望する
月の前月10日（休日の場合は直前の平日）までに、お申
し込みください。

申・問 こども課 保育グループ

༮ஓ園・認ఆこども園（ڭ育෦）
の預かり保育料ແঈԽ

幼稚園・認定こども園（教育部分）に在園（予定）のお子
さんが、保護者の仕事などの理由により、教育時間前後
の園での保育を希望する場合は利用料が補助されます。

対象年齢
ิ助額ʗ月

⁞と のいͣれかい額
を上限額のൣғ内でิ助

ิ助上限額
ʗ月

3～5歳児
❶�450円ʷ預かり保育
利用日数

❷実際の支払額
11,300円

住民税非課税世帯
の満3歳児

❶�450円ʷ預かり保育
利用日数

❷実際の支払額
16,300円

問 地域子育て支援センター「つ΅み」
☎029-295-7934

地域子育て支援センター「つ΅Έ」

いつでもؾ軽に立ちدって༡る「つ΅Έ」

　子どもや親同士がޓいに৮れ合う遊びのスペース
や、多目的スペース、砂場などがあります。子育てが楽
しくなるような情報交換や間づくりの支援も行って
います。また、子育ての不安や
悩み、困りごとなど、保育士が
相談をお受けします。

あͦͼの場

　年齢に応じたおもちΌ・絵本などがあり、親子でゆっ
くり遊ます。

対 象 者 0歳児～未就学児（小学校入学前のお子さ
ん）と保護者

利用時間 月～金曜日
午前9時30分～正午、午後2時～4時

ຖ日開催 午前11時50分　手遊び・ಡみฉかせ
午後3時50分　 手遊び・ಡみฉかせ

ຖ月開催 年齢別の広場・おめでとうの日
持 ち 物 水筒、授乳用品・おむつ替え用品など

つ΅Έ土༵場（と子の場࣮施日Ҏ֎の土༵日）

対象者 0歳児～未就学児と保護者
時　間 午前9時～11時30分

と子の場（ୈ�土༵日）˞変更の場合あり

対象者 0歳児～未就学児と父親
時　間 午前9時～11時30分

　お父さんとお子さんの遊びの場です。

育児相談

日　時 月～金曜日　午前9時～午後5時
※要予約。事前に電話でお申し込みください
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日　時 午前9時30分～11時30分
（5月～2月　年間50回）

フレンドリー保育（年度登録制）

対　象 市内在住の3歳児と保護者

　友だちを求める時期のお子さんと保護者の交流や情
報交換の場として実施しています。

その他、
企画盛りだくさん！
※�詳しくは「つぼみ」月予
定表またはホームペー
ジをご覧ください。

費　用 教材費　年額4,500円�
保険代　年額　800円
※幼児のみ加入

日　時 平日午前9時30分～正午、午後2時～4時
（2時間を限度・要予約）

費　用 お子さん1人当たり1時間600円

短時間一時預かり

対　象 市内在住の満1歳以上の未就学児

　家庭の都合で一時的に保育が必要な場合、お子さん
をお預かりします。

問 地域子育て支援センター「すくすく～る」
☎029-352-1233・☎080-8906-5199

地域子育て支援センター「すくすく～る」

　ゆたか保育園では地域子育て支援センター事業を
行っています。子どもたち一人ひとりの育ちを大切に
し、参加する人にとって、「すくすく～る」が出会いの
場・つながりの場・ホッとする場・支え合いの場になれ
ばと願っています。
　「すくすく～る」で楽しい時間を過ごしましょう。

開催場所 地域子育て支援センター「すくすく～る」
那珂市後台1855-1

開催日時 毎週月～金曜日
※祝日は除く（午前9時30分～午後2時30分）

対象者 0歳児～未就園児と保護者
　毎月第1火曜日の「すくすく相談」の日は、看護師と
保育士が、身体測定や発達・育児相談、産後のお母さん
の相談などを受け付けています。ゆっくりとお話しで
きるようにしていますので、お気軽にお越しください。

主な活動 みんなのミュージック・ケア（ふれあいセ
ンターごだい）、手型・足型アート、親子ズ
ンバ、季節の製作、各年齢に応じた0、1、2
歳の親子の集いなど

◦�オープンスペースによる室内開放、園庭開放も行っ
ております。
申込受付 電話で予約をお取りください。
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問 地域子育て支援センター「ちいろば」
☎029-296-3663��　　　　　　　

地域子育て支援センター「ちいろば」
問 こども発達相談センター「すまいる」
☎029-353-2055���　　　　　　　

こども発達相談センター「すまいる」

　瓜連認定こども園では地域子育て支援センター事業
を行っています。
　お母さんやお子さんがホッとできる場所、親子であ
そびながら子ども同士の関わりやお母さん同士の交流
の場所、子育ての相談などが気軽にできる広場です。
◦�月の予定表を、瓜連認定こども園ホームページ「ちい
ろば予定表」に掲載していますので、ご覧ください。
開催場所 地域子育て支援センター「ちいろば」

那珂市瓜連1086-1
対 象 者 0歳児～未就学児と保護者
開催日時 毎週月～金曜日

午前9時30分～11時30分／午後0時30
分～2時30分

◦�園庭開放も行っています。
育児・健康相談 電話・来園による相談を随時受け付

けます
持 ち 物 水筒（水・麦茶など）着替え・帽子など。
申込受付 予約はいりません。直接お越しください。

主な活動

室内遊び 親子でうたあそび・リズム遊び・絵本・パネ
ルシアター・リトミック・ベビーマッサー
ジなど

戸外遊び 散歩・砂場遊び・乗り物遊び・かけっこなど
製作遊び こいのぼり・七夕飾り・凧・クリスマス・折

り紙・鬼の面・おひなさまなど
行　　事 遠足・七夕・ミニミニ運動会・クリスマス・

節分・ひなまつり・誕生会など
そ の 他 講演会・ファミリー講座・ママ向け講座（ス

キルアップ♪）・身体測定・お話の会
◦�出前ひろば（那珂市内の公園などに月1～2回「ちい
ろば」があそびのひろばを行います）

お子さんの発達に関する相談および教室を行います。
相談日 月～金曜日　午前8時30分～午後5時
場　所 こども発達相談センター「すまいる」

（総合保健福祉センター「ひだまり」内）
内　容

◦相談…電話相談（随時）、来所個別相談（予約制）
◦教室…�にこにこ教室（集団）、おひさま教室（個別およ

び小集団）、ポーテージ相談（個別）、作業療法
士による指導（個別）

対　象
市内にお住まいの小学校就学前のお子さんとその保護
者、保育所（園）・幼稚園などの施設の職員
※�電話相談は、小学生以上18歳未満のお子さんをもつ保護者も
対象にしています
利用料 無料

問 茨城県福祉部子ども政策局少子化対策課
☎029-301-3261

こども課子育て支援グループ　　　　　
☎029-298-1111

いばらき子育て家庭優待制度

　妊娠中のかたや18歳未満の
子どもを持つご家庭を対象に
「いばらきKids club」カードを
配布します。
※交付対象者1人につき1枚
　このカードを協賛店舗などで提示しますと、料金の
割引や粗品の進呈などのサービスが受けられます。ま
た、県外の協賛店でもご利用いただけます。

協賛店舗など
茨城県少子化対策課のホームページ（https://www.
kids.pref.ibaraki.jp/）または内閣府ホームページ
（https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/
passport/gaiyou.html）でご覧になれます。

配布窓口
❶こども課
❷�総合保健福祉センター「ひだまり」内　健康推進課

内閣府
ホームページ

茨城県少子化対策課
ホームページ
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まなͿ

公立小・中学ߍ

公立༮ஓ園
幼ஓ園名 所在地 電話番号 通園区

ͻまわり幼ஓ園 菅谷174-1 ☎�029-
212-3515 市内全域

通ৗ保育

保育時間 午前8時30分～午後2時30分
対 象 者 4歳児および5歳児

※�令和6年4月から、対象者が「3歳児から5歳児ま
で」となります。

申込方法 9月ごろに次年度の入園の申込み受付を
実施します。

※定員を超える申込みがあった場合はநબとなります
※定員に空きがある場合は随時申込みを受け付けます

預かり保育

　子育て支援のための預かり保育を実施しています。

小・中一؏ڭ育

　「なかっこએ言」「ࠜ本正の生き方」を基本理೦に、各
学園・学校の特৭ある9年間の系統的・継続的な教育活
動を通して、児童・生ెを育成します。

保育時間
◦平日…�午後2時30分～5時
◦長期休業日…�午前8時30分～�午後5時

保 育 料
◦平日…�日額150円
◦長期休業日…�日額200円

学園名 学校名 所在地 電話番号

ば
ら
野
学
園

第一中学校 後台2547 ☎�029-
298-0040

菅谷小学校 菅谷4542-1 ☎�029-
295-2151

五台小学校 ౦木960-1 ☎�029-
298-1109

青
遙
学
園

第ೋ中学校 額田南郷2386-4 ☎�029-
298-1045

横堀小学校 横堀1502-1 ☎�029-
298-0255

額田小学校 額田郷311 ☎�029-
298-6838

緑
桜
学
園

第ࡾ中学校 飯田3645 ☎�029-
298-1128

芳野小学校 飯田3992 ☎�029-
298-0127

木崎小学校 門部2765 ☎�029-
298-5421

わ
か
す
ぎ
学
園

第四中学校 菅谷2476 ☎�029-
298-8767

菅谷小学校 菅谷2378-1 ☎�029-
298-0004

菅谷౦小学校 菅谷891-2 ☎�029-
295-4007

白
鳥
学
園

瓜連中学校 瓜連1015 ☎�029-
296-0049

瓜連小学校 瓜連1296 ☎�029-
296-0021

那珂市の小中一؏校について

なかっこએ言について

ࠜ本正について

公立小・中学校・幼稚園 一覧

ひまわり幼稚園について
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問 学校教育課 学務・施設グループ

小学ߍ入学

　市内には、小学校が9校あります。（ 192）
　4月から新たに入学されるお子さんがいる家庭に
は、前年の9月ごろに健康診断の日程などをお知らせ
します。
　また、入学する学校や期日を1月に通知します。

対 象 者 新入学児童

問 学校教育課 学務・施設グループ

中学ߍ入学

　市内には、中学校が5校あります。（ 192）
　入学する学校や期日を1月に通知します。

対 象 者 新入学生ె

問 学校教育課 学務・施設グループ

転ߍ（市転ډ）

　市内で他の通学区域に住所をม更したときは転校の
手続きが必要となります。
　なお、特別な理由がある場合は、指定校のม更を教育
委員会へ申し出ることができます。

対 象 者 市内で転居する児童・生ె
申請窓口 市民課

　転学届を記入し、その写しを在籍していた学校およ
び転居先の学校へお持ちください。

問 学校教育課 学務・施設グループ

転ߍ（他市町村の転出）

　他市町村へ転出するときは転校の手続きが必要にな
ります。
　なお、特別な理由がある場合は、区域外就学を教育委
員会へ申し出ることができます。

対 象 者 市外へ転出する児童・生ె
申請窓口 市役所（本庁）市民課、瓜連支所

【市民課で手続きの場合】
　転学届を記入し、その写しを在籍していた学校へお
持ちください。
【瓜連支所で手続きの場合】
　教育委員会で転学届を記入し、その写しを在籍して
いた学校へお持ちください。

問 市立学校給৯センター ☎029-298-1102

学ߍ給৯

　市内小・中学校の給食調理を給食センター
で行っています。

問 市教育支援センター ☎029-229-3303ɺ3304
（電話相談ઐ用） ☎029-229-3322　　　

市ڭ育支援センター（ڭ育相談室）

　知ࣝや経ݧが๛かな教育相談員が教育に関する相談
や支援を行います。

対 象 者 幼児、児童・生ెおよびその家族、
教職員など

相談方法 電話または来所

問 市教育支援センター ☎029-229-3303ɺ3304

市ڭ育支援センター（ひまΘりڭ室）

　さまざまな理由で登校できない児童・生ెに、カウン
セラーが相談を行いながら、自立や学校への෮ؼがで
きるよう支援します。

対 象 者 児童・生ె

申・問 こども課 子育て支援グループ

Ҩ児等学ࢿ金制度

　病気や事ނなどにより父や母を失ったҨ児等に対し
て学資金を支給します。

所得の制限 受給者の前年の所得が、一定の限度額を
超える場合は手当が支給ఀ止（7月から
翌年の6月まで）となります。

支　給　額 Ҩ児など1人に対して、月3,500円

対　象　者 父もしくは母またはその方を失った
小・中学生、父もしくは母が重度の障が
いを持った小・中学生等を養育する父ま
たは母、父母がいない場合は、Ҩ児など
と同一生計の養育するかた

手　続　き 支給申請書の提出（戸籍謄本が必要とな
ります）
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問 学校教育課 学務・施設グループ

ब学ྭ費（要保護・४要保護）

　経済的理由により就学が困難と認められる場合、就
学ྭのための援助を行っています。

対象者 児童・生ెの保護者（生活保護世帯および
これに準ずる程度に困ځする世帯）

申請窓口 各小・中学校へご相談ください。
※�学用品費、通学用品費、校外活動費、新入学児童・生ె学用品
費、修学ཱྀ行費、学校給食費、医療費（学校保健法に定める疾
病）などが援助されます（要保護世帯の場合は、修学ཱྀ行費お
よび医療費のみが援助されます）

問 生֔学習課 社会教育グループ

高ߍ生会

　市内在住および市内の高校に在学する高
校生で構成するボランティア団体で、教育委
員会や市子ども会が主࠵するイベントに協
力し、地域社会の発లにد与するとともに会員相ޓの
親ກと自主性を高めることを目的に活動しています。
　なお、会員は随時ื集しています。

入会方法
　入会申込書にご記入の上、生֔学習課まで提出して
ください。
※�「入会申込書」は)1でμウンロードするか、市内高校に配布し
ている用紙を使用してください

問 生֔学習課 社会教育グループ

市子ども会育成連合会

子ども会とは

　乳幼児から高校3年生年齢相当までを構
成員とし、地域を基൫としてキャンプや夏ࡇ
りなど遊びを通したコミュニティ活動のほ
か、地域の清活動や自治会との地域交流活動まで幅
広く、多種多༷な活動をしています。
　身近な間との活動や交流を通して、社会性を身に
付け、子ども同士がتびや楽しさ、成 ・ޭ失ഊ体ݧを共
有することで、より๛かな人間性をഓう役割を担って
います。

活動内容 ◦親子の集い　　　　　　　6月ごろ
◦市子ども会親ກٕڝ大会　7月ごろ
◦市子ども会体ݧ活動　　　時期未定

問 生֔学習課 社会教育グループ

市จԽڠ会

　市จ化協会では、「จ化ࡇ」「จ化振ڵ事業」
「各種講座」などを開࠵しています。また、市
จ化協会には次のような団体が所属し、子ど
もから大人まで多くの市民がల覧会や発表会、ボラン
ティア活動などに取り組んでいます。
　新規加入などの詳細は、生֔学習課までお問い合わ
せください。

部会名 種目
ඒज़部会 水画・ூࠁ

書ಓ部会 書

写ਅ部会 写真

器楽部会 器楽（ईീ・ᝨ・ࡾຯઢ・大正ۏ・ਧ楽など）

楽部会 声楽（合এ・Վག）

གྷ部会 よさこい・フラμンス・日本གྷ

ܳ部会 郷土民族ܳ能（和ଠޑ・民གなど）・ۛ ӵ
ࢻ

՚ಓ部会 ՚道（・小原流・草月流・ཾ 生派など）

ಓ部会 茶道（表ઍ家・ཪઍ家・有楽流）

จ学部会 短Վ・ആ ・۟古代จ学・࿕ಡ

ғޟকع部会 囲ޟ・কع

ඦझ部会 上記に属さないもの（着付・フラワーデザ
インなど）

問 市民協働課 市民交流グループ

市国ࡍ交流ڠ会

　市国際交流協会は、平成2年8月に那珂町国際交流協
会として設立、現在190人の個人会員と、28の団体会
員で構成され、国際親善と国際的感覚を持った人材の
育成や、国際的視野に立った地域づくりを目指し活動
しています。また、多จ化共生社会のܗ成に向けた取り
組みを推進するため、アϝリカ合ऺ国テネシーभオー
クリッジ市との国際親善࢞ຓ都市提携をきっかけとし
た両市民の交流や市内外の外国人のかたがたとの交流
を進めています。
　さらに、国際交流協会事業を支援するサポート委員
会を組織し、交流事業の援助やا画運営を積極的に
行っています。
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市国ࡍ交流ڠ会の主な事業

交流ຓ都市中学生交࢞◦
　毎年、市内の中学生を対象に、アϝリカ合ऺ国テネ
シーभオークリッジ市と交換交流事業（ホームステイ
など）を行い、国際親善や国際理ղにめ、ক来の那珂
市を担う人材の育成にݙߩしています。
◦多จ化ڞ生セϛナー
　協会会員や市民のかたを対象に、外国人講師をটき、
外国จ化の紹介や、多จ化共生社会の必要性について
お話しいただくセミナーを開࠵しています。講師や会
員間の交流の機会を出するとともに、国際理ղの推
進を図っています。
交流のつどいࡍࠃ◦
　外国のจ化を身近に感じていただくため、外国料理
教室を開࠵しています。また、外国のかたがたに日本จ
化を理ղしていただくため、日本がތる統的なจ化
や࢙、歴࢙などを୳訪するバスツアーを行い、市民と
外国人の交流の機会を提供しています。
◦フェアトレード製のීܒٴ発
　「なかひまわりフェスティバル」や「那珂市産業ࡇ」な
どに参加し、フェアトレード製品の紹介や販売を行い、
国際支援のීܒٴ発にめています。
◦小中学校等ࡍࠃ理解支援
　市内の小・中学校などに外国人講師を派遣し、異จ化
などの紹介をするとともに、国際理ղにめています。
※�市国際交流協会では、国際化や国際親善の推進のために、一ॹ
に活動する会員およびサポート委員を随時ื集しています
入会対象者 市内に住所を有するかた、市内に勤務

（通学）しているかた
年　会　費 個人会員　2,000円

団体会員　1口　10,000円
入会方法 入会申込書を事務局へ提出してくださ

い。

問 市民協働課 市民交流グループ

女性ネットϫークなか

　ঁ性ネットワークなかは、உঁ共同参画社会のܗ成
を促進するため、市内で活動する7つのঁ性団体で構
成されています。
　உঁ共同参画社会の実現には、一人ひとりの資࣭の
向上と活動の振ڵを図ること、また、ঁ 性もஉ性も全て
のかたがتびや任を分かち合い、個性と能力を発ش
できる社会が必要であることから、行と協ಇで人材
の育成やܒ発活動など、さまざまな事業のا画運営を
行っています。

女性ネットϫークなかの主な事業

◦「உ
ひと
とঁ

ひと
　ًいて生きる講演会」の開࠵

◦先進地ঁ性団体との交流ݚ修
◦団体間の情報交換および連携事業の開࠵
◦உঁ共同参画に関する情報などの提供

Ճໍஂମ

那珂市食生活改善推進員
協議会 新日本婦人の会 那珂支部

那珂市リサイクルセンター 那珂地区交通安全母の会

那珂市青৭申告会 ঁ性部 那珂市工会ঁ性部

N1O法人ひろがる和
那珂つるしびなの会
※�உঁ共同参画社会のܗ成を促進するため、一ॹに活動する団
体をื集しています
入会対象者 当団体の活動目的に賛同する市内の団体
年　会　費 1団体　1,000円
入会方法 入会申込書を事務局へ提出してくださ

い。

問 市立ਤ書ؗ ☎029-352-1177

市立ਤ書ؗ

詳細は112ページ参照

問 市中央公民ؗ ☎029-298-5680

市中央公民ؗ

詳細は112ページ参照

問 料ؗ ☎029-297-0080ࢿ民ଏ࢙ྺ

料ؗࢿ民ଏ࢙ྺ

詳細は113ページ参照

詳細は108ページ参照

問 スポーツ推進室（なかLuckyFM公園内）
☎029-297-0077

スポーツ施設
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